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私道では、通行のために所有者が協力して維持管理を行っています。一部を所有しているからと
言って自分勝手にできる訳ではありません。今回は私道の「通行権」についてお話しします。

８軒が共同で開設管理している私道（位置指定道路）に、その
うちの１軒（Ａさん）の親戚が頻繁に出入りし、私道上に車を駐
車し、他の人や車の通行の障害になっています。先日、私が、私
と他の私道の所有者を代表してＡさんに、「親戚の方に近くの駐
車場を利用」して頂くように注意したところ、「共有ではあるが、
私の所有する道路であるし、しかも建築基準法上の道路なのだか
ら、ましてや駐車禁止の場所でもないので、何で文句を言われな
いといけないのか？」と強く言い返されてしまいました。
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第三者の車が私道に頻繁に出入りし迷惑！！

建築基準法上の道路なら、私道といえ自動車の通行を制限できないのでしょうか？
そんなことはありません。私道は、たとえ建築基準法42条１項5号の規定により行

政庁から道路位置の指定を受けた道路であっても、それは私人が所有し、管理するも
のですから、建築基準法の制限を受ける他は、利用方法については所有者たる私人が
決めうるものと言えましょう。
自動車の通行の制限は、建築基準法の制限に違反するものではありません。
それでは、自動車の通行を全面的に禁止してしまって良いか？
私道所有者の維持管理権を全面的に重視する人は車の通行を禁止するでしょうが、

建築基準法が道路位置指定する目的とその基準をみてみますと、建築基準法の道路は、
緊急車両の進入などを想定しており、自動車の通行を予定しているものといえます。
「えっ！何！よくわからない！Ａさんの親戚の車の頻繁な通行が許されるの？」
いえいえ、自動車の通行を無制限に許すわけではありません。Ａさんの親戚の車の

通行が頻繁になれば、その分道路の傷みが早く、多くなりますから、その補修費は原
則として私人負担です。負担をするのはＡさんだけでなく8軒全員です。車が通行で
きる場合とできない場合の両方が判例としてありますが、Ａさんには、8軒全員で合
意できるような案で、皆と調和をとるように交渉し、解決を図ります。

（髙橋）

私道（建築基準法上の道路）内の自動車通行


